
様式第６１  

 

登録申請書記載事項変更届  

 

                               年   月   日  

 

  京都府知事  様  

 

                  届出者  住  所  

 

                      氏  名  

 

                      代表者  

 

 

 次のとおり、変更があったので、計量法第１１４条において準用する同法第６２条第  

１項の規定により、届け出ます。  

 

１  変更のあった事項に係る事業の区分及びその登録番号  

 

 

 

 

２  変更のあった事項  

 

 

 

 

３  変更の事由  

 

 

 

 

備考  

 １  用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

 ２  事業の区分ごとに、かつ、事業所ごとに記載すること。  

 ３  特定計量証明事業の認定の区分について追加若しくは廃止又は認定証の記載事項に変更が  

あった場合には、第４９条の５第１項に規定する認定証の写しを添付すること。  

  

 



様式第 61（裏面）  

 

郵便局の振替払込請求書兼受領証公  

貼り付け欄  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手数料が無料の場合は、何も貼らないでください。  

◆手数料は、登録又は変更手続きに必要な書類等を参照してください。  

◆京都府収入証紙は、令和４年９月末日をもって販売中止となっています。  

  ◆お手持ちの京都府収入証紙は、令和９年９月３０日まで払い戻しが可能です。  

  ◆払い戻しをご希望の方は、京都府会計課 075－414－5415 までお問い合わせください。  

◆令和５年４月１日からは、払込取扱票（計量検定所限定用紙）による手数料の納付と  

なっています。  

◆計量検定所宛に「払込取扱票希望」と御社の名称・住所、ご希望枚数 （最大４枚まで）  

を記入し、８４円切手を同封のうえ、封書で郵送してください。後日返送いたします。  

なお、払込取扱票による手続きで、郵便局での振込手数料は無料となっています。  

◆詳細は、京都府計量検定所ＨＰを参照してください。  



様式第 61     変更事項が複数ある場合 

登録申請書記載事項変更届  

 

                             令和●年●月●日  

                           ※提 出日を記 入して下 さい。  

                                 ※ この日付 が変更日 となりま す。  

 

  京都府知事  様  

 

                届出者  住  所   （本社所在地）  

※ゴ ム印でも 可  

                    氏  名   （名  称  又は  氏  名）   

                       ※個人 名で登録 される方 は、代表 者の氏名 は不要で す。  

代表者  （代表取締役  氏  名）  

                              ※社印や 代表者印 の押印は 不要です 。  

 次のとおり、変更があったので、計量法第１１４条において準用する同法第６２条  

第１項の規定により、届け出ます。  

 

１  変更のあった事項に係る事業の区分及びその登録番号  

 

    質  量     登録番号  第●●●号  

 

２  変更のあった事項  

①  代表者の変更   旧：代表取締役  ◆◆◆  

              新：代表取締役  ○○○○  

 

②  計量管理者の追加   旧：△△△（合格証番号）  

                               新：△△△、■■■（合格証番号）  

                ※△△△は、同一人物  

 

③  計量証明設備の変更   

       旧：電気抵抗線式はかり  ひょう量 40， 000kg  目量 10kg  数量 1 個  

          新：電気抵抗線式はかり  ひょう量 70， 000kg  目量 10／ 20kg  数量 1 個  

        ※はかりを入れ替えても、はかりの種類、ひょう量、目量、数量が  

         変わらなければ、変更届の提出は不要です。  

    ④  事業所の名称及び所在地の変更  

       旧：○○工場   京都市○○町・・・  

       新：△△工場   京都市△△町・・・  

 

３  変更の事由  

    ●●●●のため  

 

 

 

記入例  

登録証に記載  

変更事項が複数ある場合は、備考の文章を削除しても結構です。  



様式第 61（裏面）  

 

郵便局の振替払込請求書兼受領証公  

貼り付け欄  
 

 

全面のりで貼り付けてください。  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手数料が無料の場合は、何も貼らないでください。  

◆手数料は、登録又は変更手続きに必要な書類等を参照してください。  

◆京都府収入証紙は、令和４年９月末日をもって販売中止となっています。  

  ◆お手持ちの京都府収入証紙は、令和９年９月３０日まで払い戻しが可能です。  

  ◆払い戻しをご希望の方は、京都府会計課 075－414－5415 までお問い合わせください。  

◆令和５年４月１日からは、払込取扱票（計量検定所限定用紙）による手数料の納付と  

なっています。  

◆計量検定所宛に「払込取扱票希望」と御社の名称・住所、ご希望枚数 （最大４枚まで）  

を記入し、８４円切手を同封のうえ、封書で郵送してください。後日返送いたします。  

なお、払込取扱票による手続きで、郵便局での振込手数料は無料となっています。  

◆詳細は、京都府計量検定所ＨＰを参照してください。  


